
( 1 ) 三 重 紡績成 立 前 史

ノ

ノ

か
→

}

}

ノ

ノ

∵
.

ふ

ト

㌔

三
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成
立
前
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1
三

重

紡

績
所

1

一

序

本

稿
に

お

い

て

は
､

三

重

紡

績
の

近

代

企

業
と
し

て

の

成
立

前

史
と

し
て

三

重

紡

績
所
の

歴

史
を

と

り

あ

げ
る

の

で

あ

り
､

し

た

が
っ

て
､

ま

ず
三

重

紡

績
の

歴

史
が

ど
の

+

ぅ
な

意
味
に

お

い

て

問

題
に

な
る

の

か

に

つ

い

て

触
れ

､

次

に

三

重

紡

績
所
の

歴

史
が

三

重

紡

績
の

近

代

企

業
と
し

て

の

成

立

前

史
と

し
て

と

り

上

げ

ら

れ

る

理

由
に

つ

い

て

述
べ

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

､
第

一

の

問
題
に
■
つ

い

て

は
､

三

重

紡
績
の

歴
史
は

､

わ

が

国
に

お

け
る

近

代

企

業
発
生

史
に

属
す
る

も
の

と
し

て
､

関
心
の

対

象

に

な
る

と
い

う
こ

と

が

で

き
る

｡

こ

の

こ

と
に

つ

い

て
､

説
明

す

藤

津

清

治

る

こ

と
と

す
る

｡

近

代
企

業
は

､

商
品

を
工

場
生

産
し
･

販

売
す
る

こ

と
に

ょ

っ

て

利
益
を

追

求
す
る

私

企

業
と

し
て

､

理

解
さ

れ

る
｡

わ
が

国
に

お

い

て
､

近

代

企

業
が

主

と

し
て

発
生

し
た

時

期
は

､

明

治
一

〇

年
代
に

求

め
ら

れ

る
｡

そ

し
て

､

近

代
企

業
の

興

隆
ほ

､

明

治
二

〇

年
代

以

後
に

み

ら

れ

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

と
こ

ろ

で
､

近

代
企

業
の

発

生
･

興
隆
の

内

容
は

､

近

代

企

業
と
し

て

の

先
駆

企

業
の

成

立
･

近

代

企

業
の

盛

ん

な

成

立

と

し
て

､

理

解
さ

れ

る
｡

こ

の

場
合

､

成

立
の

指
標
と
し

て

は
､

エ

場
生

産
の

開
始
が

挙
げ

ら

れ

る
｡

し

か

し
､

近

代
企

業
発
生

史
ほ

､

近

代
企

業
と

し
て

の

先

駆
企

湖
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業
の

成
立

史
の

み

に

つ

き

る

も
の

で

は

な
い

｡

こ

の

こ

と

は
､

近

代

企
業
の

目

的
の

内

容
と

関

連
す
る

｡

さ

て
､

明

治

期
に

お

け
る

近

代

企

業
は

､

利
益

を

追

求
す
る

た

め

に
､

基

本

的
に

は

労

働

(

1
)

(

2
)

カ
･

設

備
･

材
料
に

資
本

を

投
下
し

た
｡

そ

こ

で

ほ
､

利
益
は

､

投
下

資
本
が

売
上

高
か

ら

費
用
と

し

て

回

収

さ

れ

た

残

り

と
し

て
､

理

解
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

は

ず
で

あ

る
｡

し
か

し
､

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

設

備
の

主

要
な

も
の

を

な

す

機

械
･

装

置
･

建

物
･

構
築
物
に

投
下

さ

れ

た

資
本
が

､

減
価

償
却

費
を

損
益

計

算

に

計
上

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

売
上

高
か

ら

回

収
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
､

明

治
三

〇

年
代
に

入
っ

て

か

ら
の

こ

と
で

あ
っ

た
｡

す

く

な

く

と

も
､

明

治
二

〇

年
代

末
ま

で

の

近

代

企

業
に

お

い

て

は
､

機
械

･

装

置
･

建
物

･

構

築
物
に

投
下
さ

れ

た

資
本
は

､

減

価
償
却
費
つ

ま

り

費
用

と

し
て

､

売

上

高
か

ら

回

収

さ

れ

な
か

っ

た
の

で

あ

る
｡

さ

て
､

労
働
力

･

設

備
･

材

料
に

投
下

さ

れ

た

資

本
が

費
用

と

し

て

売

上

高
か

ら

回

収
さ

れ

る

と

き
､

残
り

と

し
て

の

利
益

は

こ

の

よ

う

な

資
本

投
下
の

結
果

と

し
て

､

ま
た

営
業
利

益

と

し
て

理

解
さ

れ

る
｡

近

代

企

業
は

､

基

本

的

に

は
､

労

働

力
･

設

備
･

材

料
に

資
本

を

投
下

す
る

こ

と
に

よ

っ

て

商
品
の

生

産
･

販

売

活

動
つ

ま

り

営

業
活

動
を

行

う
か

ら

で

あ

る
｡

機

械
･

装

置
･

建
物

･

構

築
物
に

投
下

さ

れ

た

資
本
が

減
価

償
却

費
と

し

て

売
上

高
か

ら
回

収

さ

れ

な
い

場
合
の

利
益
ほ

､

こ

れ

が

真
正

の

ル
β

U

営

業
利
益

で

は

な
い

と

い

う

意
味
に

お

い

て
､

そ

れ

を

括

弧
付
の

業
利
益
つ

ま

り

｢

営

業
利
益
+

と
し

て

示

す
こ

と
が

で

き
る

｡

と

こ

ろ

で
､

明

治

期
の

近
代

企

業
は

､

総
資
本
の

一

部
を

他

企

業
へ

の

貸
付

(

預
金
を

含
む
)

･

国
債
の

購
入
･

株

式
取

得

に

充

て

る

こ

と
が

あ

っ

た
｡

こ

れ

ら
の

資
本

投
下
の

結
果
は

､

受
取
利
子

･

有

価
証

券

利
子

･

受
取

配

当

金
で

あ

り
､

営

業

利

益

あ

る

い

は

｢

営

業
利
益
+

と

と

も

に

総

利
益
あ

る

い

は

｢

総

利
益
+

を

形

成

す
る

｡

前
者

す

な
わ

ち

総

利
益

は
､

総

資
本
の

投
下
に

よ

る

真
正

の

結
果
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

総
資
本

は
､

こ

れ

を

そ

の

調

達
坂

泉
に

つ

い

て

み

る

場
合

､

自
己

資
本

と

個

人

資
本
と

か

ら

成
る

｡

明

治

期
の

近

代

企

業
に

お

い

て

も
､

こ

の

よ

う
な

資
本

構
成
が

一

般
的
な
こ

と

で

あ
っ

た
こ

と
は

､

い

う
ま

で

も

な
い

｡

他

人

資
本

に

対

し
て

は
､

借
入

金

利
子

･

受
取

手
形

割
引

料
･

社

債
利
子
な

ど
か

ら

成
る

広
義
の

支

払

利
子

が
､

総

利
益

あ

る

い

は

｢

総

利

益
+

の

う

ち
か

ら

支
払

わ

れ

た
｡

こ

の

よ

う

な

支

払
に

よ

る

稔
利

益
み

る

い

は

｢

総
利
益
+

の

残

り

は
､

当

期

純

利

益

あ

る

い

は

｢

当

期
純

利
益
+

と

な
る

｡

そ

し

て
､

｢

当

期
純
利
益
+

お

よ

び

当

期
純

利
益

は
､

い

ず
れ

も

明

治

期
の

近
代

企

業
に

お

い

て

行
わ

れ

た

損
益

計
算
に

お

け
る

最
終

利
益
と

し
て

理

解
さ

れ

る

の

で

あ



( 3 ) 三 重 紡蹟成 立 前史

〆
､

･

一

一

ノ

∴

(

3
)

る
｡

し
た

が

っ

て

ま

た
､

同

期
に

お

け

る

近

代

企

業
の

目

的
は

､

可

能
な
か

ぎ

り

多

額
の

｢

当

期
純

利
益
+

あ

る

い

は

当

期

純
利
益

を

獲

得
す
る

こ

と
に

あ

っ

た

と
い
･
う
こ

と

が

で

き
る

｡

な
お

､

当

期
純

利
益

は
､

自
己

資
本
に

対

す
る

絵

利
益
の

分

け

前
と

し
て

理

解
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

可

能
な

か

ぎ

り

多
額
の

当

期
純

利
益

を

獲
得
す

る

と
い

う

企

業
目

的
は

､

そ

れ

が

自
己

資
本

利
益

率
(

鮎
)

を

可

能
な

か

ぎ
▲

り

高
め

る

こ

と

に

あ

る

と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

よ

り

適
切
に

表
現
さ

れ

る

こ

と

に

な
る

｡

さ

て
､

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

す

く
な

く

と
も

明

治

の

二

〇

年
代

末
ま
で

の

近

代
企

業
に

お

い

て

は
､

機
械

･

装

置
･

建
物

･

構
築
物
に

投

下
さ

れ

た

資
本

は
､

減
価
償
却

費
と

し

て

売

上

高
か

ら

回

収

さ

れ

る

こ

と
が

な

か
っ

た
｡

し

た

が

っ

て
､

こ

の

よ

う

な

企

業
が

追
求

す

る

利

益

は
､

｢

当

期

純

利
益
+

で

あ
っ

て
､

自
己

資
本
に

対

す
る

真
正

の

分

け

前

と
し

て

は

理

解

さ

れ

え

な
い

｡

近

代
企

業
は

､

そ

の

目

的
が

可

能
な

か

ぎ

り

多
額
の

当

期
純

利
益

を

獲
得
す

る

こ

と
､

よ

り

適
切

な

表

現
と

し

て

は

自

己

資
本

利

益

率

を
可

能
な

か

ぎ

り

高
め
る

こ

と
に

求
め

ら
れ

る

よ

う
に

な
っ

た

と
き

､

は

じ
め

て

確
立
し

た

も
の

と

し
て

理

解
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

と
こ

ろ
で

､

近

代
企

業
の

こ

の

よ

う

な

確
立

は
､

機

械
･

装

置
･

建
物

･

構
築
物
に

投
下

さ

れ

た

資
本
が

減
価
償
却
費

【

l

-

ト

ト

▼

㌣
･一

ム

ー

.

■も

と

し
て

売

上

高
か

ら
回

収
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
に

由
来

す

る
｡

よ

り

具
体

的
に

い

え

ば
､

貨
幣

額
で

示

さ

れ

た

機

械
･

装

置
･

建
物

･

構
築
物
に

七
い

て
､

つ

ま

り

資
産
と

し
て

の

機
械

･

装

置
･

建
物

･

.
構
築
物
に

つ

い

て
､

減

価

償
却

費
が

損
益

計

算
に

計
上

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
に

由
来
す
る

｡

こ

の

よ

う

な

事

情
か

ら
､

近

代
企

業
の

確
立
に

関

す
る

指
標
は

､

企

業
目

的
が

自

己

資
本

利
益

率
を

可

能
な
か

ぎ

り

高
め
る

こ

と
に

求
め

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と

に

み

ら
れ

る

の

で

あ
る

が
､

直

接
的
な

指
標

と

し
て

は
､

資
産
と

し

て

の

磯

城
･

装

置
･

建
物

･

構
築
物
に

つ

い

て
､

減
価

償
却

費
が

損

益

計

算
に

計

上

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
に

求
め

ら
れ

る
､

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

さ

て
､

近

代

企

業

の

確
立
に

つ

い

て

は
､

近

代

企

業
の

発
生

･

展
開
が

理

解
さ

れ

る
｡

こ

の

場
合

､

発
生

･

展
開
の

内

容
は

､

先

駆

企

業
の

確

立
･

減
価

償
却

費
の

損
益

計

算
へ

の

計
上

が

近

代
企

業
の

問
に

広

く

ひ

ろ
が

っ

て

い

く
こ

と

と

し
て

､

示
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う

に

し
て

､

近

代

企

業
発
生

史
は

､

先

駆
企

業
の

成

立

史
お

よ

び

確

立

史
の

両

者
を

包

含
す
る

こ

と

と

な
る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

三

重

紡
績
は

､

明

治
一

九

年
(

一

八

〇
六
)

六

月
三

日

三

重

県
三

重

郡
四

日

市

字

早

船

(

現

在
の

四

日

市

市
に

属
す
)

に

一

..▲

｢

三

重

紡
績
会

社
+

と

し

て

創
立

さ

れ

た
｡

三

重

紡
績
会

社
ほ

､

の
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同

年
七

月
一

日

三

重

紡
績
所
を

買
収

す
る

と

と

も
に

､

こ

れ

を

同

社
の

川

島
工

場
と
し

､

同
工

場
の

み

で

同

日

か

ら

営

業
を

開
始
し

た
｡

こ

こ

に
､

三

重

紡

績
会
社

は
､

近

代

企

業
と
し

て

成
立

し

た

わ

け
で

あ

る
｡

そ

の

後
､

三

重

紡
績
会
社
は

､

明

治
二

六

年
(

一

八

九
三
)

一

〇

月

社

名

を

三

重

紡
績
株

式

会
社
と

改

称
し

た
｡

三

重

紡
績
株
式

会

社

ほ
､

明

治
三

二

年
(

一

八

九

九
)

上

半
期
(

一

月

-
六

月
)

に

お

い

て
､

設

備

資
産
の

う
ち
の

機
械
に

関
す
る

減

価

償
却

費
と

し
て

､

｢

機
械
代

償
却
金
+

を

損
益

計

算
に

計
上

す

る

こ

と

を

開

始
し
た

｡

さ

ら
に

､

同

社
ほ

､

明

治
三

七

年
(

一

九

〇

四
)

下

半

期
(

七

月

-
一

二

月
)

に

お

い

て
､

そ

の

設
備

資
産

の

主

要
な

も
の

で

あ
る

機

械
･

建
物

･

構
築
物
に

関

す

る

減
価

償

却
費
と

し

て
､

｢

機
械
及

建
物
償
却
金
+

を

損
益

計

算
に

計

上

す

る

こ

と

を

開
始
し
た

｡

こ

こ

に
､

同

社
ほ

近

代

企

業
と

し
て

文

字

(

4
)

通

り

確
立

し
た

わ

け
で

あ

る
｡

三

重

紡

績
株
式
会
社
ほ

､

近

代
企

業
の

確
立
に

つ

い

て

も
､

先

駆
企

業
に

属
す
る

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

と
こ

ろ

で
､

機
械
産

業
に

属
す

る

企

業
に

お

い

て

は
､

一

般
に

､

機
械
が

設

備
の

中
心

を
な

す
と

と

も
に

､

機
械
の

価
額
が

設

備
資
産
の

も
っ

と
も

大
き

な

部
分

を

占
め
る

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

こ

の

よ

う

な

意
味
に

お

い

て
､

機
械
に

つ

い

て

減
価
償
却
費
が

計
上
さ

れ

る

こ

と

は
､

近

代
企

業
の

確
立
に

準
ず
る

事
態

を

示

す

も
の

と

し
て

､

理

解
さ

…

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

事
態

を

も

考
慮

す
る

場
合

､

三

重

紡

績
株
式

会
社
は

､

近
代

企
業
の

確

立
に

つ

い

て
､

少

数
の

先

駆
企

業
に

属

す
る

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

こ

れ

ま

で

述
べ

て

き

た

こ

と
か

ら
､

三

重

紡

績
ほ

､

近

代

企

業

の

成

立
に

つ

い

て

先

駆

企

業
に

属
す
る

と

と

も
に

､

近

代

企

業
の

確
立
に

つ

い

て

も
､

先

駆
企
業
に

属
す
る

と
い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

し
か

も
､

同

社
の

よ

う
な

企

業
は

､

少

数
で

あ

る

と
い

っ

て

さ

し

つ

か

え
な
い

｡

こ

と

に
､

近

代

企

業
の

確

立
に

準
ず
る

事
態

を

も

考
慮
す
る

場
合

､

同

社
の

よ

う
な

企

業
は

極
め

て

少

数
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

で

き
る

｡

以

上
､

三

重

紡
績
の

歴

史
が

わ

が

国
近

代
企
業
発
生

史
に

属
す

る

も
の

と

し
て

関
心
の

対

象
と

な
る

理

由
に

つ

い

て
､

述
べ

た
｡

次
に

､

第
二

の

問
題

､

す

な

わ

ち
三

重

紡
績
所
の

歴
史
が

三

重

紡

績
の

近

代
企

業
と

し

て

の

成

立

前
史
と

し
て

問
題
に

な

る

理

由
に

つ

い

て
､

述
べ

る

こ

と

と

す
る
｡

す
で

に

明

ら
か

に

し

た

よ

う
に

､

三

重

紡
績
会

社

は
､

明

治
一

九

年
(

一

八

〇

六
)

六

月
三

日

に

創

立

さ

れ
､

同

年
七

月
一

日

三

重

紡

績
所
を

買
収

す
る

と

と

も
に

､

こ

れ

を

同

社
の

川

島
工

場
と

し
､

同
工

場
の

み

で

同
日

か

ら

営
業

を

開

始
し
た

の

で

あ

る
｡

三

重

紡

績
所
の

歴

史
が

三

重

紡
蹟
の

近



( 5 ) 三 重 紡績成 立 前史

一

㌧
片

ヽ

∵

▲

▼

▲

一

‡

一

.

一

一

.

仁

〟

一

二

后

●

一

-

､

代
企

業
と

し
七

の

成
立

前
史
と

し

て

問
題
に

な
る

理

由
は

､

こ

の

よ

う
な

事
情
に

求
め

ら
れ

る

わ

け
で

あ

る
｡

さ

て
､

三

重

紡

績
所
の

歴
史
と

し
て

は
､

起
業
発
企

か

ら

近

代

企
業
と

し
て

の

同

紡
績
所
の

成

立

ま
で

の

過

程
､

お

よ

び

同

紡

績

所
成

立

後
の

営
業
状

況
を

と
り

上

げ

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
｡

し

か

し
､

紙
数
の

関

係
か

ら
､

本

稿
に

お

い

て

ほ

前
者
に

つ

い

て

の

み

述
べ

る

こ

と

と

す
る

｡

(

l
)

賃
金

･

給

料
は

､

労
働
が

行

わ

れ

た

後
に

支

払
わ

れ

る
｡

そ
の

か

ぎ

り
に

お

い

て
､

労
働
に

資
本
が

投
下

さ

れ
る

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

し
か

し
､

賃
金
･

給
料
の

支
払

契
約
は

労

働
が

行

わ

れ
る

前

に

な

さ

れ

る

こ

と
か

ら
､

労
働
力
に

資
本
が

投
下

さ

れ

る

と
い

う

表

現
を

用
い

た
｡

(

2
)

設

備
に

属
す
る

も

の

と

し

て

は
､

機

械
､

装

置
､

建
物

､

構

築

物
､

工

具
･

器

具
･

備
品
を

挙
げ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

(

3
)

｢

当

期

純

利

益
+

の

実

際
上

の

算
出
方

式

と

し

て

ほ
､

売
上

高

と

受
取

利

子
･

有

価

証

券

利

子
･

受

取

配

当

金

と

の

和

と
､

労
働

力
･

材
料
に

投
下
さ

れ

た

資
本
の

う

ち

費
用

化
さ

れ

た

も
の

と

広
義

の

支
払

利
子

と

の

和

と
の

差
を

求

め
る

方

式
が

と

ら

れ

た
｡

ま

た
､

当

期

純

利
益

の

実

際
上

の

算
出
方

式

と

し
て

は
､

売
上

高
と

受
取

利

子
･

有
価
証

券
利

子
･

受
取

配

当
金

と
の

和
と

､

労
働
力

･

設

備
･

材

料
に

投
下
さ

れ

た

資
本
の

う

ち

費
用

化
さ

れ

た

も
の

と

広

義
の

支

払

利

子
と
の

和

と
の

差
を

求

め

る

方

式

が

と

ら

れ

た
｡

し
か

し
､

｢

当

期

純
利

益
+

お

よ

び

当
期

純
利

益
の

算
出

は
､

理

論

的

に

は
､

本

文

に

お

い

て

述
べ

た

ぅ
っ

に

行
わ

れ

る
｡

(

4
)

三

重

妨

療
会

社

定

款

明

治
一

九

年
六

月
｡

三

重

紡

績

会
社

型
且

規

約

明

治
一

九

年
六

月
｡

明

治
一

九

年

撃

崩
三

蒜

竺
回

半

期

営
業

附
属
川

島
工

場

益

金

処

分

案
説
明

｡

臨
時
株
主

総
会

要
件
録

明
治
二

六

竺
○

月

三

重

紡

潰
会

社
｡

三

重

紡

庶
株

式
会

社

定

款

明

治
二

六

年
一

〇

月
｡

第

二

六

回

営

業
報

告

書

明

治
三

二

年
一

月

-
六

月

三

重

紡
繚

株
式

会
社

｡

第
三

七

回

営
業
報
告

書

明

治
三

七

年
七

月

1
一

二

月

三

重

紡

績
株
式

会

社
｡

〓

近

代
企

業
と

し
て

の

三

重

紡
績
所
の

成
立

こ

こ

で

は
､

起
業
発
企
の

経
過

､

お

よ

び

工

場
建
設

開

始
か

ら

生

産
開

始
ま
で

の

過

程
を

と

り

上

げ
る

の

で

あ

る

が
､

前
者
す

な

わ

ち

起

業
発
企
の

経

過
か

ら

述
べ

る

こ

と

と

す
る

｡

ま

ず
､

起

業
発

企

と

密
接
な

関
係
を

も
っ

た

政

府
の

紡
績
企

業

育
成

策
に

つ

い

て
､

述
べ

る

こ

と

と

す
る

｡

明

治
政

府
は

､

近

代

企

業
と

し
て

の

紡
績
企

業
の

設

立

を

奨
励
す
る

た

め
､

明

治
一

一

年

(

一

八

七

八
)

官
営
の

模

範
紡

繍
工

場
を

続
産
地

で

あ

る

愛
知

(

J

県
お

よ

び

広
島
県
に

設

置
す

る

計

画
を

立

て
､

同

年
二

､

0

0

0

仰
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鐘

紡
横
磯

械
二

基
を
イ

ギ

リ

ス

に

注

文
し

た
｡

そ

し
て

､

こ

れ

に

続
い

て
､

政

府
は

､

近

代

企

業
と

し

て

の

紡

績
企

業
を

育
成
す

る

(

1
)

た

め
､

起
業
基
金
の

一

部
を

も
っ

て

二
､

0

0
0

錘
紡

績
機
械
二

〇

基
を

購
入

し
､

こ

れ

を

無
利
子

一

〇
ケ

年
賦
で

民

間
に

払
い

下

げ
る

こ

と

を
､

明

治
一

二

年
(

一

八

七

九
)

に

決
定

し
た

｡

二

〇

基
の

う

ち
一

〇

基
は

､

イ

ギ

リ

ス

に

注

文
さ

れ

た
｡

他
の

一

〇

基

(

2
)

に

つ

い

て

は
､

そ

の

製
作
が

工

部
省
に

委
託
さ

れ

た
｡

と
こ

ろ
で

､

政

府
が

近

代

企

業
と
し

て

の

紡

績
企

業
の

育
成

策

を

と
っ

た

直

接
の

原

因
は

､

綿
糸

布
の

輸
入

額
が

多
額
で

あ
っ

た

こ

と
､

近

代

企

業
と
し

て

の

紡

績
企

業
の

数
お

よ

び

錘
数
が

僅

少

で

あ
っ

た

こ

と
に

求
め

ら
れ

る
｡

例
え

ば
､

明

治

九

年
(

一

八

七

六
)

お

よ

び
一

〇

年
(

一

八
七

七
)

に

お

け
る

総

輸
入

額
･

綿
糸

布
の

輸
入

額
･

前

者
の

う

ち
に

占
め
る

後
者
の

割
合
は

､

次
の

通

(

3
)

り

で

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

明

治

九

年
(

一

八

七

六
)

に

お

い

て

は
､

二

二
､

九

六

四
､

0

0

0

円
･

九
､

〇
五

九
､

0

0

0

円
･

三

七

%
､

同
一

〇

年
(

一

八

七

七
)

に

お

い

て

は
､

二

七
､

四
二

〇
､

0

0

0

円
･

八
､

二

七

九
､

0

0

0

円

二
二

〇
%

で

あ
っ

た
｡

ま

た
､

明

治
一

一

年
(

一

八

七

八
)

末
現

在
に

お

い

て

営

業
を

行

な
っ

て

い

た

近

代

企

業
と

し
て

の

紡

績
企

業
お

よ

び

そ

の

錘
数
は

､

(

4
)

次
の

通
り

で

あ
っ

た
｡

鹿
児
島
紡

績
所
(

慶
応
三

年
-

一

八
六

七

一
生

産
開

始
､

所
在
地

は

現

在
の

鹿

児
島
市
青

野
町

磯
に

当
る
)

朗
ハ

0

の

錘
数
は

､

､

､

､

ユ

ー

ル

精
紡
機
(

m
已
e

ぎ
ヨ
e

)

六

台
一

､

八
四

八

錘

(

一

台
三

〇

八

錘
)

∴

シ

ュ

ロ

ッ

ス

ル

精
紡

機
(
t

訂
○

邑
e

f

r

p
･

ヨ
e

)

三

合
一

､

八

〇

〇

錘
(

〓
口

六

〇

〇

錘
)

計
三

､

六

四

八

錘
で

ぁ
っ

た
｡

堺
紡
績
所

(

明

治
三

年
-

一

八
七

〇

-
生

産
開

始
､

所

在
地
は

現

在
の

堺

市

戎
島
町
に

属
す
)

の

錘
数

は
､

､

､

､

エ

ー

ル

精

紡

機
四

台
二

､

0

0

0

錘

(

一

台
五

〇

〇

錘
)

で

あ

っ

た
｡

鹿
島

紡

績
所

(

明

治
五

年
-

一

八

七

二

1
生

産

開

始
､

所

在
地
は

現

在

の

東
京

都
北
区

滝

野
川
に

属
す
)

の
▲
錘

数
は

､

リ

ン

グ

精

紡

機

(

賢
粥

ぎ
m
e
)

四

台
五

七

六

錘
(

一

台
一

四

四

錘
)

で

あ
っ

た
｡

明

治
一

二

年
(

一

八

七

九
)

末
現

在
に

お

い

て

営

業
を

行
な
っ

て

い

た

近

代

企

業
と

し

て

の

紡
蔚
企

業
ほ

､

以
上
の

三

企

業
で

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

こ

れ

ら
三

企

業
の

錘
数

合

計
は

､

六
､

二

二

四

錘

と

な

る

の

で

あ

る
｡

■

す

で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

政

府

は
､

明

治
一

二

年
(

一

八

七

九
)

二
､

0

0

0
鐘

紡

績
機

械
二

〇

基
を

購
入

し

て

民

間
に

払
い

下

げ

る

こ

と
を

決
定

し

た
｡

そ

し

て
､

二

〇

基
の

う

ち
一

〇

基
は

イ

ギ

リ

ス

に

注

文

さ

れ

た
｡

三

重

紡

績
所
は

､

政

府
が

イ

ギ

リ

ス

に

注

文

し
た

一

〇

基
の

う
ち
の

一

基
を

払
い

下

げ
ら

れ
､

近

代

企

業
と

し
て

成

立
し

た

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

､

一

〇

基
の

購
入

価

格
ほ
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ゞ

ヤ
ノ

.

一

.

卓

(

5
)

二

二

九
､

四
五

四
･

一

八

円

で

あ
っ

た
｡

ま
た

､

一

〇

基
が

払
い

下
げ

ら
れ

る

こ

と

に
.
よ

っ

て

設

置
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
､

企

業

名
･

払
い

下

げ

基

数
･

企

業

所
在
地

･

払
い

下

げ
の

年
月
は

､

次

の

通
り

で

あ
っ

〈

半

島
田

紡

績
所

･

表
･

静
岡
県

･

明

治
一

三

年
(

一

八

八
〇
)

一

一

月
､

三

重

紡

績
所

･

一

基
･

三

重

県
･

明

治
一

三

年
一

一

月
､

遠
州

紡

績
所

･

一

基
･

静

岡
県

･

明

治
一

四

年
(

一

八

八
一

)

一

月
､

下

村
紡

績
所

･

一

基
･

岡
山

県
･

明

治

一

四

年
一

月
､

玉

島
紡
績
所

二
基

･

岡
山

県
･

明

治
一

四

年
一

月
､

市

川

紡

績
所

･

一

基
･

山

梨
県

･

明

治
一

四

年
三

月
､

豊

井

紡
番
所

･

一

基
･

大

阪

府
･

明

治
一

四

年
三

月
､

長
崎
紡
績
所

･

一

基
･

長
崎
県

･

明

治
一

四

年
三

月

受
取
人

出

京

中
､

佐

賀
物

産

会
社

･

一

基
･

佐

賀
県

･

明
.
治

一

四

年
五

月
､

下

野

紡

績
所

二

基
･

栃
木

県
･

明

治
一

四

年
九

月
｡

な

お
､

払
い

下

げ
の

年
月
は

､

紡
横
磯

械
の

受
取
人

が

出
京
し

､

政

府
に

対
し

て

受
取
手

続
を

完

了

し
た

年
月

を

意
味
す
る

｡

次
に

､

起

業
発

企
の

経

過
に

つ

い

て
､

述
べ

る

こ

と

と

す

る
｡

明
治

一

三

年
(

一

八

八

〇
)

二

月
､

三

重

県

三

重

郡

室

山

村

(

7
)

(

現

在
の

四

日

市
市
に

属
す
)

居
住
の

平

民

伊

藤
伝
七

(

九

代
)

お

よ

び

同

村
居
住
の

平

民

伊
藤
小
左

衛
門
は

､

さ

き
に

政

府
が

イ

ギ

リ

ス

に

注
文

し

た

二
､

0

0

0

鐘
紡
績
機
械

一

基
の

払
い

下

げ

ィ

い
い

:
｡

〟

∵
▼

夢

.

i
′

を
､

三

重

県

令
岩
村
定

高
を

通
じ
て

内
務

省
に

出
威
し

た
｡

願

書

の

主

旨
は

､

現

在
ま
で

に

国
内
の

紡

績
所

に

つ

い

て

事

業
の

内

容
･

利
益
の

見
込

み

等
を

調

査
し

た

結
果

､

ほ

ぼ

営
業
可

能
の

見

込

み

が

つ

い

た

こ

と

を

述
べ

､

無

利
子

一

〇

ケ

年
賦
に

よ

る

紡
績

機

械
の

払
い

下
げ

を

要
望

す
る

と

と
も

に
､

紡

績
所
の

建
設
に

つ

い

て

は

未
経

験
で

あ

る

た

め
､

動
力

機
で

あ

る

水

車
の

運

転
に

必

要
な

水

利
に

関
す
る

測

量
･

建
築

･

.
水

車
を

含
む

機
械
の

据
え

付

け

な

ど
に

つ

い

て

指
導
監

督
を

受
け
る

こ

と

を

希
望
し

た

も
の

で

(

8
)

あ

っ

た
｡

紡

績
機

械
の

払

下

出
願
者
の
一

人

伊
藤
伝
七

(

九

代
)

は
､

出

願
当

時
家

業
の

酒
造

業
を

営
ん

で

い

た
｡

ま

た
､

他
の

一

人

伊

藤

小

左

衛
門
は

､

伊

藤

伝
七

の

従

兄

弟
に

当
り

､

製
糸

･

製
茶

･

醤

油
醸
造

な

ど
の

事
業
を

経

営
し
て

い

た
｡

こ

と

に
､

彼
は

わ

が

国

(

9
)

最
初
の

生

糸

輸

出

業
着
で

あ
っ

た

と
い

わ

れ

て

い

る
｡

な

お
､

す

で

に

述
べ

た

紡

績
機

械
払

下

願
書
の

主

旨
と

関

連
し
て

､

三

つ

の

こ

と

に

触
れ

る

こ

と

と

す
る

｡

第
一

は
､

国
内

紡

績
事
業
の

調

査

に

関
す
る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

調

査
は

､

伊

藤
伝
七

が

鹿

島
紡
績

所
を

訪
ね

､

同

紡
蹟
所
の

経
営
者
鹿

島
万

平
か

ら

紡
績
事
業
に

つ

い

て

教

示

を

受
け
た

こ

と
､

お

よ

び

伊
藤
伝
七

の

長

男
伝

一

郎
が

■

へ
じ

堺
紡

績
所
に

お

い

て

紡
績
作

業
を

習
得
す
る

と

と

も
に

会
計
に

つ

朗
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(

り
)

い

て

も

研
究
し

た

こ

と

を
､

意
味
す
る

と

思
わ

れ

る
｡

第
二

は
､

水

利
の

測

量
･

建

築
･

機
械
の

据
え

付
け

な

ど
に

つ

い

て

の

政

府

に

よ

る

指
導

監

督
に

関
す
る

も

の

で

あ
る

｡

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

当

時
､

政

府
は

､

民

間
の

紡

績
起
業
に

対
し

て

こ

の

よ

う

な

指
導
監

督
の

援
助

を

行

う
こ

と

を
､

そ

の

方

針
と

し

て

い

た

の

(

]
)

で

あ

る
｡

第
三

は
､

動
力

機
と

し
て

水

車
を

使
用

す
る

こ

と
に

関

す

る

も
の

で

あ

る
｡

動
力

機
に

水

車
を

採
用

す
る

こ

と
も

ま

た
､

(

㍑
)

政

府
の

方

針
で

あ

っ

た
｡

さ

て
､

薪

績
機
械
の

払
い

下

げ
が

出
願
さ

れ

た

翌

月
､

す

な
わ

ち

明

治
一

三

年
(

一

八
八

〇
)

三

月
二

四

日

付

を

も
っ

て
､

内
務

卿
枚
方
正

義
か

ら
三

重

県

令
岩

村
定

高
宛
に

払

下

許

可
の

指
令
が

発
せ

ら
れ

た
｡

指
令
の

趣
旨
は

､

二
､

0

0
0

鐘

紡

紡
機
域

一

基

を

無
利
子

一

〇

ケ

年
賦
を

も
っ

て

払
い

下

げ

る

こ

と
､

年
賦
返

納

は

機

械
が

払
い

下

げ

ら
れ

た

年
か

ら

開
始
す
べ

き

こ

と
､

払
い

下

げ
に

関
す
る

詳

細
は

内

務
省

財
農
局
に

一

応

照

会
す
べ

き
こ

と
､

と
い

う
も

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

指
令
の

趣
旨
ほ

､

同

年
四

月
一

日

(

1 3
)

付
を

も
っ

て

県

令
か

ら

出
願
者
に

通

達
さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

紡
績
機
械
の

払
い

下

げ

が

許

可

さ

れ

た

た

め
､

改
め

て

起
業
に

(

1 4
)

対

す
る

政
府
の

援
助

を

請
う

願

書
が

､

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

四

月
一

七

日

付

を

も
っ

て
､

伊
藤
伝
七

か

ら

岩
村
三

重

県

令

に

撞
出
さ

れ

た
｡

｡

の

願
書
は

､

す
で

に

述
べ

た

水

利
の

測

苧

仰

建
築

･

機

械
の

据
え

付
け

な

ど
に

つ

い

て

政

府
の

援
助

を

請
う
こ

と
､

お

よ

び

当

時
建
設
中
の

官
営
愛
和
紡
績
所
が

機
械
の

据

え

付

け
に

着
手
し

次

第

職
工

見

習

を

同

紡
績
所
へ

派
遣
す
る

こ

と

を

許

可
さ

れ

た
い

こ

と

を
､

主
な

内

容
と

す

る

も

の

で

あ

っ

た
｡

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

政

府

は
､

明

治
一

一

年
(

一

八

七

八
)

官
営

の

模
範
紡
績
工

場
を

愛
知
県
お

よ

び

広
島
県
に

設

置
す
る

計

画

を

立
て

､

同

年
二

､

0

0

0

鐘
紡
績
機
械
二

基
を

イ

ギ

リ

ス

に

注

文

し

た
｡

こ

の

紡
績
機
械

一

基
が

愛

知
紡

績
所

(

愛

知

県
)

に

導
入

さ

れ

る

こ

と
に

な
っ

た

わ

け

で

あ

る
｡

さ

て
､

右
の

願
書
提
出
に

対

し
､

明
治
二

三

年
(

一

八

八

〇
)

九

月
二

二

日
､

岩
村
県

令
代

(

1 5
)

理

三

重

県
大

書
記

官

下

山

尚
よ

り

伊
藤
伝
七

宛
に

通

達
が

あ
っ

た
｡

通

達
に

は
､

水

利
の

測

量
に

つ

い

て

は
､

内

務

省
の

勧
農
局

員
を

派

遣
す
る

こ

と
､

職
工

見
習
に

つ

い

て

は
､

愛
知
紡

績
所
が

生

産

を

開
始
し

た

の

ち
に

ほ
､

こ

れ

を

同

紡
績
所
に

受
け

入
れ

る

こ

と
､

見

習
期
間

は

凡

そ
一

〇
ケ

月
を

要
す
る

こ

と
､

な
ど

が

述
べ

ら
れ

て

い

た
｡

建
築

･

機
械
の

据
え

付

け
に

つ

い

て

の

指
導

監

督
者
の

派

遣
に

つ

い

て

は
､

触
れ

ら
れ

て

い

な
か
っ

た
｡

尤
も

､

三

重

紡

績
所
の

建
設
に

お

い

て

は
､

こ

の

指
導
監

督
者
が

派

遣
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

ほ
､

後
に

述
べ

る

こ

と

と

す
る

｡
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い
ヽ

･

･

.

】

久

一.-

さ

て
､

伊
藤
伝
七

ら
の

起

業
発
企
の

動
機
に

つ

い

て
､

み

る

こ

と

と

す
る

｡

伊
藤
伝
七

の

起
業
発
企

動
機
に

関

連
す
る

記

録
と

し

て

は
､

次
の

文

章
を

挙
げ
る

こ

と

が

で

き

る
｡

｢

抑
モ

当

業
(

三

重

紡

績
所
1
藤
津
)

創
設

タ

ル

ヤ

綿

産
ハ

本

県

(

三

重

県

-
藤

津
)

下

固

有
ノ

一

大

物
産
二

有
之

候

処

近

来

舶

来
ノ

綿
糸

移
多
ニ

シ

テ

且

廉
価
ナ

ル

ヨ

リ
一

般
之

ヲ

購
求

使
用
ス

ル

モ

ノ

漸
次
増
加

シ

固
有
ノ

産
綿
モ

之
力

為
メ

大
二

影
響
ヲ

来
シ

逐
年
共
産
額
ヲ

減

少
シ

之
ヲ

既

往
二

照
シ

将
来
ヲ

推
考
ス

ル

ト

キ
ハ

数
年
ヲ

出
テ

ス

シ

テ

著
シ

キ

表
意
ヲ

来
ス

ヘ

キ

ハ

理

ノ

正

二

見
易

キ

モ

ノ

ニ

シ

テ

是
ヲ

挽
回
ス

ル

ハ

紡
績
機

械
ヲ

措
テ

他
二

万

策
ナ

キ

モ

ノ

ト

確

信

(

1 6
)

シ

…

…
+

た

こ

と
に

よ

る

と
｡

こ

の

文

章
の

意
味
は

､

次
の

よ

う

に

理

解

さ

れ

る
｡

三

重

紡
績
所
を

創
設
し
た

理

由
は

､

次
の

こ

と

に

あ
っ

た
｡

す

な

わ

ち
､

三

重

県
は

綿
花
の

生

産
地

で

あ
る

が
､

明

治

三
一

年
(

一

八

八

〇
)

の

数
年
前
か

ら

外

国
産
の

価

格
の

安

い

綿
糸
が

多
量
に

輸
入

さ

れ
､

こ

の

綿
糸
を

購
入

使
用
す

る

者
が

次

第
に

増
加
し
た

｡

こ

の

た

め
､

本
県
に

お

け
る

綿
花
の

生

産

額

は

年
々

減
少

し
た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

事
態
か

ら
､

綿
花
の

生

産
は

数
年
の

う
ち
に

著
し

く

衰
退

す
る

こ

と

が

容
易
に

推
測
さ

れ

た
｡

綿
花
の

生

産
を

外

国

綿
糸
輸
入

前
の

状
態
に

か

え

す

た

め

に

ほ
､

洋
式
紡
績
機
械
を

導
入

す

る

こ

と
に

ょ

っ

て
､

綿
糸
の

生

一

ノ

.

ぺ

〆

.

一

声

♪

-

一

■)

産
を

開
始
す
る

以

外
に

方

策
は

な
い

と

確
信
し

た

こ

と
に

あ
っ

た
､

と
｡

こ

の

こ

と

か

ら
､

伊

藤
伝
七

の

起
業
発
企
の

動
機
は

､

三

重

県
に

お

け
る

綿
花
生

産
の

衰
退

を

防
止

し
､

綿
花
生

産
を

外

国
綿

糸

輸

入

前
の

状
態
に

か

え

す
こ

と

と

営
利
と

を

両

立
さ

せ

る

こ

と

に

あ
っ

た
､

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

外
国

産
の

綿
糸

布
の

輸
入

に

ょ

っ

て

三

重

県
の

綿
花

生

産
が

受
け
た

影
響
は

､

例
え

ば
､

明

治
一

〇

年
(

一

八
七

七
)

に

お

け
る

綿
花
生

産

額
が

二
､

四

九
三

､

六

六
二

斤
で

あ

っ

た

の

に

対
し

て
､

明

治
一

一

年
(

一

八

七

八
)

の

そ

れ

は

五

三

八
､

五

〇

四

斤
減
の

一

､

九
五

五
､

一

五

八

斤
と

(

1 7
)

な
っ

た
こ

と

に

現

わ

れ

て

い

る

と
さ

れ

て

い

る
｡

伊

藤
小

左

衛
門

の

起
業
発
企
の

動
機
も

ま

た
､

伊
藤
伝
七

の

そ

れ

と

同
一

で

あ
っ

た

と

推
測

し

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

起
業
発
企
に

続
く
も

の

は
､

工

場
建
設

開

始
か

ら

生

産
開
始
ま

で

の

過

程
で

あ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て
､

述
べ

る

こ

と

と

す
る

｡

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

一

一

月

四

日

付
を

も
っ

て
､

内

務

省
勧
農

局
か

ら

伊

藤
伝
七

外
一

人

(

外
一

人
は

伊

藤
小
左

衛
門
)

(

1 8
)

に

対

し

て
､

紡
績
機
械
が

横
浜
に

到

着
し

た

旨
の

通

達
が

あ
っ

た
｡

紡

績
機
械
受
取
の

た

め

出
京

し
た

の

ほ
､

伊

藤
伝

七
の

長
男
伝

一

郎
で

あ
っ

(

苧

紡

績
機

械
が

払
い

下

げ
ら

れ

た

の

は
､

明

治
一

三

(

2 0
)

7

年
(

一

八

八

〇
)

一

一

月
二

八

日

の

こ

と
で

あ
っ

た
｡

こ

の

払
い

の
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下

げ
の

年
月

日

ほ
､

伊

藤
伝
｢

郎
が

勧
貴
局
に

お

い

て

紡
績
機
械

の

受
取

手

続
を

完
了

し

た

そ

れ

を

意
味

す
る

も

の

と

し

て
､

理

解

さ

れ

る
｡

紡
績
機
械
は

､

五

〇

〇

錘
ミ

ュ

ー

ル

精
紡

機
四

台

(

二
､

0

0

0

錘
､

､

､

ユ

ー

ル

精
紡
機

一

基
)

を

中

心

と

す

る

も
の

で

あ
っ

(

2 1
)

た
｡

誠
頂
機
械
の

払

下

代
金

ほ
､

二

二
､

四
一

六
･

≡
一

円
で

あ
っ

た
｡

紡
績
所
の

建
設

地
が

三

重

県
三

重

郡

川

島
村

(

現

在
の

四

日

市

(

23
)

市
に

属

す
)

と

決
定
さ

れ

た

の

は
､

紡
績
機
械
が

払
い

下

げ

ら
れ

た

月

と

同
じ

く
､

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

一

一

月
の

こ

と
で

(

2 4
)

ぁ
っ

た
｡

同
月

､

内

務

省
勧

貴
局
の

石

河
正

竜
は

､

三

重

郡

菰
野

(

25
)

村
(

現

在
の

三

重

郡

菰
野
町
に

属
す
)

お

よ

び

川

島
村
け

水

利
測

量
を

行
な
っ

た

結
果

､

川

島
村
の

水

利
よ

り

も

菰
野
村
の

そ

れ

が

勝
る

こ

と

を

認
め

た

が
､

伊

藤
伝

七

の

主

張
に

よ

り
､

川

島
村
が

(

2 6
)

建
設

地

と

決

定
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

水

路
の

建
設
お

よ

び

建
築
は

､

紡
績
所
の

建
設

地
が

決
定
さ

れ

る

と

同

時
に

､

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

一

一

月
か

ら

開

始
さ

れ
､

翌
一

四

年
(

一

八

八
一

)

一

二

月
に

は

ほ

ぼ

竣
工

し

た
｡

こ

れ

の

指
導
監

督
者

は
､

平

野
一

郎
で

あ
っ

た
｡

平

野
は

､

二
二

年

(

一

八

八

〇
)

か

ら
一

四

年
(

一

八

八
一

)

四

月

ま

で

は

内

務

省

勧

農
局
に

勤
務

し
て

い

た

が
､

一

四

年
(

一

八

八
一

)

四

月

県
南

務
省
が

設

置
さ

れ

て

勧
貞
局
の

所
管
事
項
が

同

省
に

移
管
さ

れ

る

朋β
U

と

と

も
に

､

巣
南

務

省
工

務

局
に

転
勤
し
た

｡

職
工

見

習
一

三

人

な
い

し

苗
人

が

君
紡
績
所
へ

溌

遺
さ

れ

㍍

の

も
､

高
年

(

一

八

八

こ
一

二

月

頃
の

こ

と
で

あ
っ

た

と

推
測

さ

れ

る
｡

愛

知
県

額
田

郡

大

平

村
(

現

在
の

岡
崎
市

に

属

す
)

所
在
の

愛
知

紡

績
所
が

生

産
を

開

始
し

た

の

は
､

一

四

年
(

一

八

八
一

)

一

二

月

(

詣
)

の

こ

と
で

あ
っ

た

か

ら

で

あ

る
｡

機
械
の

据
え

付

け

は
､

一

五

年

(

一

八

八
二
)

三

月
か

ら

開

始
さ

れ

た
｡

こ

れ

の

指

導
監

督
者
は

､

石

川
正

竜
で

あ

っ

た
｡

石

川

も

平

野
と

同

様
､

農
商
務

省
が

設

置

さ

れ

る

ま
で

ほ

勧
貞
局
に

勤
務

し
て

い

た

が
､

同

省
設
置

と

と

も

に

に
､

工

務

局
に

転

勤
し
た

｡

横
須
賀
造

船

所
に

注

文

さ

れ

て

い

(

2 9
)

た

水

車
(

三

〇

馬

力
)

が

紡
箭
所
に

到
着
し

た

の

ほ
､

機
械
の

据

ぇ

付

け
が

開

始
さ

れ

た

後
の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

一

五

年

(

一

八

八

二
)

九

月
に

至

り
､

漸
く

生

産
が

開

始
さ

れ

た

の

で

あ

(

3 0
)

る
｡

さ

て
､

近

代

企

業
成

立
の

指
標
は

､

エ

場
生

産
の

開
始
に

も

と

め

ら
れ

る
｡

そ

し
て

､

工

場
生

産
の

基

本

的
な

特
質
は

､

機
械
体

系
に

も

と

づ

く

商
品

生

産
に

み

ら
れ

る

と
い
■
う
こ

と
が

で

き
る

｡

し

た

が
っ

て
､

三

重

紡
績
所
が

近

代

企
業
と

し
て

成

立

し
た

こ

と

を

明

ら
か

に

す
る

た

め

に

は
､

同

紡

績
所
の

機
械
に

つ

い

て

述
べ



J
ヽ

一

書

一

_

女

†
ぎ

る

こ

と
が

必

要
で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

近

代

企
業
に

つ

い

て

は
､

そ

の

企

業
形

態
も

問

題
に

な
る

の

で

あ

り
､

三

重

紡
績
所
の

企
業

形
態

も

検
討
さ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

ま

ず
､

三

重

紡
績
所
の

企

業
形

態
に

つ

い

て
､

述
べ

る

こ

と

と

す
る

｡

と
こ

ろ
で

､

三

重

紡
績
所
が

生

産
を

開
始

し

た

頃
の

同

紡

績
所
の

企
業
形

態
は

､

明

ら
か

で

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

主

と

し
て

同

紡
績
所
の

明

治
一

八

年
(

一

八

八
五
)

四

月
二

四

日

付
の

殊
券

( 1 1 ) 三 重 紡紆成 立 前史

券株所績紡重 三

第
萱
七
六

号
大
日

本
伊
勢
国
三

重

郡
川
島
村
節
珊
二

壷
紡
績
所
抹
式
券
状

伊
勢
国
三

重

郡

略
儀

今

琴
一

私
盟
会
同
シ

我
政
府
ノ

保
護
ヲ

得
テ

創
立
ス

ル

三

重

紡
績
所
ノ

規
則
二

道
ヒ

当
紡
績
所
株
金
ノ

内
式
百

五

十
円

ヲ

出
金
シ

即
チ

宝

珠
ノ

株
主
タ
ル

コ

ト

ヲ

証
ス

ル

為
メ

此

株
式

券
状
ヲ

交
附
致
侯
也

但
此
株
主
券
状
ヲ

売
巽
譲
与
セ

ン

ト

欲
セ

ハ

当
紡
績
所
へ

申
立

至
当
ノ

検
査
ヲ

受
ケ

許
諾
ヲ

得
テ

此

券
状
裏
面
ノ

枠

内
へ

頭
取
取
締
役
記
名
調
印
ノ

上

授
受
ス

ヘ

シ

明

治
十
八

年
四

月
二

十
四

日

三

重

紡
績
所

(

㌍

悶
)

悶

締 取

川 伊

島 藤

伝 伝
左

南
門 七

印 印

.

･

■

〃

一

+

二
■､

⊥
･

て
与

を

手

掛
と

し

て
､

こ

の

頃
の

企

業
形

態

を

検

討
す
る

こ

と

と

す
る

｡

(

3 1
)

株

巻
の

内

容
は

､

次
の

通

り
で

あ

る
｡

右
の

株
券
の

記

載
内

容
か

ら

す

れ

ば
､

三

重

紡

績
所
は

､

企

業
形

態
的

に

ほ
､

株

式

会

社
と

関

連
を

も
つ

企

業
で

あ
っ

た

と
い

う
こ
▲

と

が

で

き

る
｡

と

こ

ろ
で

､

三

重

紡

績
所
が

抹

式

会

社
で

あ
っ

た

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

ど
の

よ

う

な

意
味
に

お

い

て

で

あ

る

か

が
.

明

確
に

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

た

め
に

は
､

同
紡

績
所
の

企

業
形

態
が

､

秩
式
会
社
の

特
質
と
の

関

連
に

お

い

て
､

検
討
さ

(

3 2
)

れ

る

こ

と

を

要
す
る

｡

株
式
会

社
の

特

質
と

し
て

は
､

ま

ず
全

社

員
の

有

限

責
任

制
が

基
本

的
特

質
と

し

て

挙
げ

ら
れ

､

之
に

由
来

す

る

も
の

と

し

て
､

会

社

機
関
の

存
在
お

よ

び

譲
渡
自
由
な

等
額

株

式

制
の

二

つ

の

特

質
が

理

解

さ

れ
､

譲
渡
自
由
な

等
額
株
式

制

と

相

関

的
な

特

質
と

し

て
､

確
定

資
本

金

制
が

示
さ

れ

る
｡

三

重

紡

績
所
の

易
A
ロ

､

す
で

に

掲
げ

た

抹
券
に

｢

鮒
雄

一

二

重

紡

績
所
…

:

+

の

文

字
が

み

ら
れ

る

こ

と

か

ら
､

同

紡

績
所
の

株
主
の

損
失

負
担
責
任
は

有

限
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

が

で

き
る

｡

会
社

機
関

と

し

て

は
､

株
券
か

ら

も

明

ら
か

な

よ

う
に

､

頭
取
お

よ

び

取

締

が

お

か

れ

て

い

た
｡

し
か

し
､

株

主
は

四

人
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

(

3 3
)

る

か

ら
､

頭
取

･

取
締

を

選

任

す
る

客

観
的

な

機
関
と
し

て

の

扶

主

捻
会

ほ
､

存
在
し
な

か

っ

た

も
の

と

推
測

さ

れ

る
｡

な

お
､

頭

脚
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取
の

伊

藤
伝
七

は
､

九

代

伊
藤
伝
七

で

は

な

く
て

､

一

〇

代
の

そ

れ

で

あ

る
｡

九

代
伊

藤
伝

七

は

明

治
一

六

年
(

一

八

八

三
)

八

月

(

糾
)

一

二

日

に

死

去
し

､

長

男

伝
一

郎
が

家

督
を

継
い

で
一

〇

代

伊

藤

伝
七

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

取

締
の

川

島
伝

左

衛
門
は

､

三

重

県

(

3 5
)

三

重

郡

西
日

野
村

(

現

在
の

四

日

市

市
に

属

す
)

に

居
住
し

､

酒

(

3 6
)

造

業
を

営
ん

で

い

た
｡

株
式
に

つ

い

て

ほ
､

株
券
に

｢

株
金

(

資

本
金

-
藤
津
)

ノ

内

弐
百
五

十

円

を

出
金
シ

即
チ

壱
株
…

…
+

に

み

ら

れ

る

よ

う
に

､

等
額
扶
式

制
が

と

ら
れ

た

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

資
本

金
は

七

万

五

千

円
で

あ
っ

た

と
さ

れ

て

い
(

拭

か

ら
､

株
式
数
ほ

三

〇

〇

珠
で

あ
っ

た

と

解
さ

れ

る
｡

株

式
の

譲

渡
に

つ

い

て

は
､

株
券
に

記
載
さ

れ

て

い

る

よ

う

に
､

株
式
を

譲
渡
せ

ん

と

す
る

珠
主
が

そ

の

旨
を

紡
歳
所
に

申
し

出
て

｢

至

当
ノ

検
査

ヲ

受
ケ

許

諾
ヲ

得
+

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
に

な
っ

て

い

た
｡

す

な
わ

ち
､

株
式
の

譲

渡
は

､

こ

れ

に

つ

い

て

頭
取
お

よ

び

取

締
の

も
っ

と

も

適
当

な

検
査

を

受
け

､

許

諾
を

え
る

こ

と

を
必

要
と

し

た

も
の

と

解
さ

れ

る
｡

株
式
の

譲
渡
は

､

こ

れ

が

単
な

る

事
務

的

な

手

続
に

よ
っ

て

の

み

で

は

行

わ

れ

え
な
い

と

解
さ

れ

る

こ

と
か

ら
､

真
の

意
味
に

お

い

て

は

自
由
で

は

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と
が

で

き
る
Ⅷ

珠
式
の

譲
渡
に

よ
っ

て

資
本
金
に

は

変
化
が

な
い

こ

と

か

ら
､

確
定

資
本
金

制
は

存
在
し

た
｡

さ

て
､

株
式
の

譲

渡
が

か

な

ら

ず
し
も

自

由
で

な

か
っ

た

こ

と
､

客

観
的
な

機
関
と

し

て

の

ル
カ

0

株
主

総
会
が

存
在
し

な
か

っ

た

と

推
測
さ

れ

る

こ

と
か

ら
､

三

重

紡
績
所
は

未
完

成
の

株
式
会
社
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

し

か

も
､

同

紡
績
所
は

､

そ

の

株
主
が

四

人
で

あ
っ

た

と
さ

れ

て

い

る

こ

と
か

ら
､

特
異
な

株
式
会

社
で

あ
っ

た

も
の

と

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

以
上

述
べ

て

き

た
三

重

紡

績
所
の

企

業

形

態

ほ
､

明

治
一

八

年
(

一

八

八

五
)

四

月

付
の

株
券
を

主
な

手

掛
と

し
て

み

た

そ

れ

で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て
､

以
上
の

こ

と

か

ら

直

ち
に

､

三

重

紡

績
所

は
､

生

産
を

開
始
し

た

頃
に

お

い

て

も
､

企

業
形

態
的
に

未
完
成
で

･

特
異
で

ほ

あ

る

が

株
式

会
社
で

あ
っ

た

と

す
る

こ

と
に

ほ
､

問

題
が

あ

る

と
い

わ

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

次
に

､

三

重

紡
績
所
が

生

産

を

開

始
し

た

頃
の

機
械
に

つ

い

て
､

み

る

こ

と

と

す

る
｡

作
業
機
の

主

要
な

も
の

と

し

て

は
､

綿
花
を

打
っ

て

枯
葉
や

土

砂
な
ど
の

不

純
物
を

除
去
す
る

た

め
の

打
綿
機

三
ロ

､

不

純
物
が

除
去
さ

れ

た

む

し

ろ

状
の

綿
(
】

P

p
)

か

ら

び

も

状
の

綿
す

な

わ

ち

篠
(
s
-

才
e

ユ

を
つ

く
る

た

め
の

琉
綿
機
五

台
､

篠
を

引
き

伸
し

て

細
い

篠
に

す
る

た

め
の

錬

篠
機

〓
ロ

､

細
い

篠

を

づ

ら
に

細
い

篠
に

し
､

こ

れ

に

撫
を

か

け
て

粗

糸
(

岩
く
ー

n

巴

を
つ

く
る

た

め
の

始
紡
機
二

ム
ロ

･

練
紡
機
二

台
､

お

よ

ぴ
､

､

､

ユ

ー

ル

精
紡
機
四

台
が

あ
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

作
業
機
は

､

伝
力

機
構
に
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一

,

べ

一

ノ

ヰ

■▲1

よ
っ

て

動
力

機
と

結
合
し

､

動
力

機
と

と

も
に

機

械

体

系
を

形
成

(

娼
)

し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

動
力

機
は

､

三

〇

馬
力
の

永

車
で

あ
っ

た
｡

以
上

､

三

重

紡

績
所
の

作
業
場
に

は

機
械
体

系
が

み

ら
れ

た

の

で

あ

り
､

し
た

が
っ

て

同

紡

績

所
は

､

明

治
一

五

年
(

一

八

八

二
)

九

月

機
械
体

系
に

も

と
づ

い

て

綿
糸
を

生

産
し

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

つ

ま

り
､

三

重

紡

績
所
は

､

こ

の

と

き

近

代
企

業

と

し
て

成

立

し
た

わ

け
で

あ

る
｡

ま

た
､

同

紡
績
所
は

､

明

治
一

八

年
(

一

八

八
五
)

頃
に

お

い

て

は
､

未

完
成
で
･

特
異
で

ほ

あ

る

が

株
式
会

社

形

態

を

と
っ

た

近

代

企

業
で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

が

で

き
る

｡

(

l
)

起
業
基

金

は
､

起

業
公

債
の

発
行
に

よ
っ

て

え

ら

れ

た

政

府

財

政

資
金

で

あ
っ

て
､

特

別

会

計
に

属
し
た

｡

西

南
の

役
(

明

治
一

〇

年
二

月

-
同

年
九
月
)

平
定

に

よ
っ

て

国

内
の

社

会

状

勢
が

安
定

し

て

き

た

た

め
､

政

府
ほ

富
国
の

た

め
の

従

来
か

ら
の

殖
産

興

業

政

策

を
一

層

促
進

す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

の

た

め
の

資
金

調

達
の

一

方

法

と

し
て

､

起

業

公

債
が

発
行
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
の

で

あ
る

｡

起

業
公

債
は

､

明

治
一

一

年
(

一

八

七

八
)

五

月

大

蔵
省
か

ら

公

布

さ

れ

た

｢

起
業
公

債
証

書
発

行

条

例
+

に

も

と
づ

い

て
､

発
行
さ

れ

た
｡

こ

の

公

債
は

､

政

府
が

国

内
で

国
民

一

般
か

ら

公

募

し

た

最

初

の

も
の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ
で

､

起
債

額
は

一

､

二

五

〇

万

円
で

あ

っ

た

が
､

発
行

価
格
は

額
面

一

〇

〇
円

に

つ

き

八

〇
円

で

あ
っ

た

か

ら
､

こ

の

公

債
の

発
行

に

ょ

る

政

府

収

入

は
､

一

､

二

五

〇
万

円
の

､

一

■

}

∴

ニ
､

ノ

.

.

与

八

割
に

当
る

一

､

0

0
つ

万

円
で

あ
っ

た
｡

こ

の

公

債
の

払
い

込
み

は
､

明

治
一

二

年
(

一

八

七

九
)

四

月

末

を

も
っ

て

完
了

し
た

｡

す

で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

起
業
公

債
の

発
行
に

よ

る

政

府

収
入
ほ

一

､

0

0

0

万

円
で

あ
っ

た

が
､

発
行
経

費
が

約
一

〇

万

円
で

あ
っ

た

か

ら
､

純
収

入

は

約
九

九

〇

万
円

と

な
っ

た
｡

こ

の

九

九

〇

万

円

ほ
､

起
業

基

金
と

し

て
､

築
港

･

道
路

建
設

･

疏
水

･

鉄

道

建

設
･

炭
坑

閲
修

･

鉱
山

開

坑
･

勧
業
な

ど
に

支

出
さ

れ

た
｡

こ

の

支
出

額
の

う

ち
､

勧
業
の

た

め
の

支

出

す

な

わ

ち

｢

勧
業
経

費
+

と

し

て

の

支
出

は

明

治

三
年
(

一

八

七

九
)

七

月
か

ら
二

二

年
(

一

八
八

九
)

三

月

ま

で

の

間
に

行
わ

れ
､

支

出
稔
額

は

約
二

六

七

万

円

に

達
し

た

(

以

上
､

明

治

財
政

史
編

纂
会
《

編
》

明

治

財
政

史

第
一

巻

舌
川

弘

文

館

昭

和
四

六

年
《

初
版

､

明

治

三

七

年
)

八

九

八
､

九

〇

〇

-

九

〇
一

頁
｡

明

治

財
政

史
編

纂

会
《

編
彗
明

治

財
政

史

第

八

巻

書

川

弘

文

館

義
和

四

七

年

二

八

九
､

四

五

五
､

四

六

五

頁
)

｡

(

2
)

注

(

1
)

以

外
の

部

分

は
､

次
の

資
料
に

よ

っ

た
｡

娼
川

太
一

本

邦
綿
糸

紡

蹟
史

第
二

巻

日

本

綿
業
倶

楽

部

昭

和
一

二

年

一

二

頁
｡

通

商
産

業

省
(

編
)

商
工

政

策

史

第
一

五

巻

線
維

工

業

(

上
)

商
工

政

策
史
刊

行

会

昭

和

四
三

年

一

九

頁
｡

な

お
､

工

部

省
に

委

託
さ

れ

た
一

〇

基
の

製
作
の

事

情
に

つ

い

て
､

簡

単
に

触
れ

る

こ

と
と

す
る

｡

一

〇

基
の

う

ち
の

一

基

は
､

明

治
一

六

年
(

一

八

八
三
)

に

そ

の

製

作
が

完
了

し
､

下

野
紡

績
所
(

栃

木

県
)

に

払
い

↑

げ

ら
れ

た
｡

し
か

し
､

そ

の

製

作
費
は

､

イ

ギ

リ

ス

j

製
の

紡

潰
機
械
の

購
入

価
希
(

運

賃
込

価
蒋
)

の

約
二

倍
に

達
す

る

"
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も
の

と

な
ゥ

た
ひ

こ

の

よ

う

な

事
情
か

ら
､

観
る

九

基
の

製
件
は

中

止

さ

れ

た

(

通
商

産

業

省

穴

窟
)

商
工

政

策

史

第
一

五

巻

二

二

頁
)

｡

(

3
)

綱
川

太
一

本

邦
綿
糸
紡

績
史

第
二

巻

九

頁
｡

(

4
)

綱
川

太
一

本

邦

綿
糸

紡

績
史

第
一

巻

日

本

紙
業
倶

楽

部

昭

和

二
一

年

九
､

二

五
､

三

九
､

一

三

三
､

一

四
二

､

一

六
二

､

一

六

七
､

一

七

〇
､

一

八
七

､

二

七
一

､

二

七

三
､

二

八
三

､

二

八

六
､

二

九

〇

-
二

九
一

､

三

二

二
､

三

二

九

頁
｡

娼
川

太
一

本

邦
練

糸
紡

績

史

第
二

巻

一

-
二

頁
｡

(

5
･

6
)

通

商
産
業

省
(

編
)

商
工

政

策

史

第

二
血

巻

一

九

-
二

〇

頁
q

(

7
)

三

重

県

絵

務

部

地

方

課

(

編
)

三

重

県

町

村

合

併

話

同

課

昭

和
三

四

年

二

六
､

五

三

三

頁
｡

(

8
)

｢

綿
糸

紡
績
機

械

設

置
二

付

御

願
+

(

娼
川

太
一

本

邦

綿

糸

紡

績
史

第
二

巻

四
三

九

-
四

四

〇

頁

掲

載
)

｡

右
の

原
書
に

添
え

ら

れ

た

三

重

県

令
の

副

中
書

｢

綿

糸

紡

績
器

械

設

置
方

之

義
二

付

伺
+

(

絹

川
太

一

本

邦
綿
糸

紡
爵

史

第
二

巻

四
三

七

-
四

三

八

頁
掲
載
)

｡

(

9
)

絹
川

太
一

本

邦
綿
糸

紡

靖
史

第
二

巻

四
三

四
､

四

六
七

頁
｡

(

1 0
)

娼
川

空

本

邦
綿
糸

紡

墳
史

第
二

巻

四

三

六
､

四

六

六

頁
｡

(

1 1
)

綱
川

太
一

本

邦
綿

糸

紡

績
史

第
一

巻

二

三
-
二

二

二

頁
｡

(

望

組
川
太

一

本

邦

線
糸
紡
静

史

第
二

巷

四

四

九

頁
｡

上之

(

1 3
)

内

務

卿
後
方
正

義
か

ら

三

重

県
令
岩

村

定

高
に

発
せ

ら
れ

た

払

β

下

許
可
の

指
令

(

綱
川
太

一

本

邦

綿

糸

紡

績

史

第
二

巻

四

四
一

頁
掲

載
)

｡

綱
川
太

一

本

邦

綿

糸
紡
潰
史

第
二

巻

四

四
一

頁
｡

(

1 4
)

｢

綿
糸

紡

績

場

設

置
二

付

御

保
護

願
+

(

絹

川

太
一

本

邦

綿

糸

紡
績
史

第
二

巻

四

四

六

-
四

四

九

頁
掲

載
)

｡

(

1 5
)

一

岩

村

県

令
代

理
二
一

重

県

大

書

記

官

下

山

尚
か

ら

伊
藤
伝

七

宛
の

通

達

(

娼
川
太

一

本

邦

綿
糸
紡
績
史

第
二

巻

四

五

〇

頁

掲

載
)

｡

(

1 6
)

伊

藤
伝

七

外
三

名
に

よ

る

紡

績
機
械

払

下

代

金

第
二

回

延

納

願

で

あ

る

｢

紡
績
機

城

御

貸
下

代

価

延

納

之

義
再

夢

二
明

治
一

六

年

四

月
三

〇
目

付
)

(

絹

川

太
一

本

邦
綿
糸
紡

蹟
史

第
二

巻

五

〇

〇

-
五

〇

五

頁
掲
載
)

｡

(

1 7
)

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

二

月

伊

藤
伝

七

ら
が

県

令
を

通
じ

て

内

務

省
に

提

出
し

た

訪

繚
機

械

払

下

願
書
に

添
え

ら

れ

た

三

重

県

令
の

副

中
書

｢

綿
糸

紡

績
器

械
設

置

方

之

義
二

付

伺
+

(

綱

川

太
一

本

邦

綿
糸

紡

庶
史

第
二

巻

四
二

一

七

1
四
三

八

頁
掲
載

｡

)

(

1 8
)

内

務

省

勧

農

局
か

ら

｢

伊

藤
伝

七

外
一

人
+

宛
の

紡
績

機

械
到

着
に

関

す
る

通

達

(

絹
川

太
一

本

邦
綿

糸

紡

績

史

第

二

巻

四

五
一

-
四

五

二

頁

鴇
載
)

｡

(

1 9
)

絹

川
太

一

本

邦
綿

糸
紡
績
史

第
二

巻

四
五

二
､

四
五

五

頁
｡

(

2 ｡
)

紡

績
機

械
払
下

代
金

第
一

回

延

納

願
で

あ

る

｢

紡

績
機

械
御

貸



ソ

ー

サ

ゲ

ー

ジ

丸
.

+

き

下

代

価
延

納
嘆

頗
+

(

明

治
一

六

年
一

月
二

三

日

付
)

(

娼
川

太
一

本

邦
綿
糸
紡

績

史

第

二

巻

四

九
五

1
四

九

九

頁
掲

載
)
｡

(

21
)

絹
川

太
一

本

邦
綿
糸
紡
績
史

第
二

巻

四

六

四

頁
｡

(

望

三

重

県

令

岩

村

定

高
か

ら

伊
藤

伝

七

外
一

名
に

宛
て

た

紡
績

機

械
払

下

代

金

並
に

払

下

代
金

年

賦
返

納
に

関

す
る

通

達
(

明

治
一

六

年
一

月
一

二

日

付
)

(

相
川

太
一

本

邦
綿
糸
紡
績
史

第
二

巻

四

九

四

1
四

九

五

頁
掲

載
)

｡

(

23
)

三

重

県

稔

務

部

地

方

課
(

編
)

四

六
一

頁
｡

(

2 4
)

娼
川

太
一

本

邦
綿
糸

紡

庶
史

(

2 5
)

三

重

県

捻

務

部
地

方

課

(

編
)

三

重

県
町

村
合

併
話

二

六
､

第
一

巻

二
一

九

頁
｡

三

重

県
町

村

合

併

話

二

六
､

■■

一

･

㌣

′

り

二

ご

て
主

に

よ

り
､

ま

た

石

川

正

竜
の

所

属
に

つ

い

て

は
､

｢

綿
川

太
一

本

邦
綿
糸

紡

績
史

第
一

巷

二
一

九
､

二

二

二

-
二

二

三

頁
+

に

よ

っ

た
｡

(

巴
｢

株

券
+

(

娼
川
太

一

本

邦
綿
糸
紡

績

史

第
二

巻

四

七

〇

頁
と

四
七

一

頁
と

の

間

に

掲
載
)

｡

(

3 2
こ

抹
式

会

社
の

特

質
は

､

｢

大

塚
久

雄

･
株
式

会

社

発

生

史

論

大

塚

久

雄

著

作
集

第

二

巻

岩
波

書

店

昭

和

四

四

年
+

に

述
べ

ら

れ
て

い

る

そ

れ

を

検

討
し

た

結
果
で

あ

る
｡

こ

の

検
討

･

結
果
は

､

拙
稿
｢

『

セ

メ

ン

ト

製
造
会

社
』

と

抹

式
会

社
+

(

山

城

革

先

生

退

官
記
念

論
文

集

編

集

委
員
会

穴

編
》

経
営
と

管
理

中

央

経

済

社

四

六

六

-
四

六

七

頁
｡

(

2 6
)

石

川
正

竜
の

復

命
書

(

緒
川

太
一

本

邦
綿

糸
紡

績

史

第

二

巷

四

五

六

1
四

六

〇
頁
掲

載
)

｡

昭

和
四

八

年

二

三

三

-
二

五

四

頁
)

(

3 3
)

絹
川

太
一

本

邦
綿
糸
紡
績

史

五

二

六

1
五
二

七

頁
｡

( 1 5 ) 三 重 紡績成 立前 史

(

2 7
)

(

2 8
)

(

2 9
)

(

3 0
)

縞
川

太
一

娼
川

太
一

娼
川

太
一

注

(

2 7
)

本

邦
綿
糸

紡

績

史

第
二

巷

四

六

九

頁
｡

本

邦
綿
糸

紡

績
史

第
二

巻

九
一

頁
｡

本

邦

綿
糸

紡

績
史

第
二

巻

五
一

〇

頁
｡

(

2 9
)

以

外
の

部

分
に

つ

い

て

は
､

紡

績
機
械

払

下

代

金

第
二

回

延

納

願
で

あ

る

｢

紡
績
機

城

御

貸
下

代

価

延

納
之

義

再

顧
+

(

明

治
一

六

年
四

月

三

〇

日

付
)

(

娼
川

太
一

本

邦

綿
糸

紡

績
史

第
二

巻

五

〇

〇

-
五

〇

五

頁

掲

載
)

に

よ

っ

た
｡

た

だ

し
､

平

野
一

郎
の

所

属
に

つ

い

て

は
､

｢

彦
根

正
三

(

編
)

改
正

官

員
録

博

公

書
院

明

治

三
一

年
五

月

二

五

頁
+

お

よ

び

｢

彦

根
正

三

(

編
)

改
正

官

員
録

同

人

明
治

一

四

年

二
月

一

四
二

頁
+

(

3 4
)

(

3 5
)六

､

(

3 6
)

(

3 7
)頁

｡

(

3 8
)

娼
川

太
一

本

邦
綿

糸

紡

績

史

三

重

県
絵

務

部

地

方

課

(

編
)

五

三

三

頁
｡

に

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

第

二

巻

四

七

六
､

五

二

二
､

第

二

巻

四

六

七

頁
｡

三

重

県

市
町

村

合

併

誌

二

絹
川

太
一

緒
川

太
一

本

邦

綿
糸

紡

績
史

本

邦
綿
糸
紡
績
史

第
二

巷

第
二

巻

三

重

紡

績

所
の

｢

エ

場
因
+

(

綱
川

太
一

四

八
三

頁
｡

四

七

六
､

五

二

二

本

邦
綿
糸

紡
績

史

第
二

巻

四

六

四

頁
と

四

六

五

頁

と
の

間
に

掲

載
)

｡

明

治
一

九

年

野

蒜
三

一

閃

竺
回

半

期
営
業

三

重

紡
績
会

社
｡

(

一

橋
大

学
教
授
)

βヱ3




